
「第５期京都市民長寿すこやかプラン」の策定に向けた論点整理について 

 

１ 序論 

 ○ 平成 21 年３月に策定した「第４期京都市民長寿すこやかプラン（計画年

度：平成 21 年度～23 年度）」については，団塊の世代が 65 歳以上の高齢期

を迎える平成 26 年度を最終目標とした「第３期プラン」を継承し，中間的

段階の計画として位置付けている。 

 

 ○ 平成 24 年度～平成 26 年度を計画期間とする「第５期プラン」では，い

よいよ平成 26 年度の最終目標にむけて，第３期プラン以降に取り組んでき

た各施策・事業の総仕上げを図るとともに，10 年後，20 年後といった中長

期的視点に立ち，超高齢社会のあるべき姿を明らかにする必要がある。 

 

 ○ とりわけ，平成 24 年度には介護報酬と診療報酬の同時改定が予定されて

おり，介護保険制度をはじめとする諸制度の大規模な改正が見込まれるこ

とから，本市においても，「第５期プラン」の策定に向けた取組を早めに始

めていく必要がある。 

 

２ 「第５期プラン」の策定に向けた取組について 

 ○ 現時点における「第５期プラン」の策定に向けた国及び本市における想

定スケジュールは別紙１のとおりであるが，本日の推進協議会において「第

５期京都市民長寿すこやかプラン」の策定に向けた論点整理を行うことに

よって，次期プラン策定に関する取組のスタートとしてまいりたい。 

 

 ○ また，本日の論点整理に関する議論以降については，別紙２のとおり，「第

４期プラン」の重点課題に沿って項目を整理し，各ワーキンググループに

おいてより議論を深めていき，国の検討状況等も踏まえながら，「第５期プ

ラン」の策定に向けた基本的な方向を検討してまいりたい。 

 

３ 本日の論点整理に関する協議について 

 ○ 市政の基本方針である「京都市基本構想」の具体化のために全市的観点

から取り組む主要な政策を示した「京都市基本計画」については，同計画

の最終年度である平成 22 年度を迎え，現在，「京都市次期基本計画審議会」

を中心として，平成 23 年度からの 10 年間を計画期間とする次期基本計画

の策定に向けた検討が進められているところである（別紙３参照）。 

協 議 資 料 ３



 ○ 「京都市民長寿すこやかプラン」については，「京都市基本計画」の高齢

者保健福祉分野に関する分野別計画として位置付けられたものであるため，

両計画は整合性のあるものとして策定する必要がある。 

 

 ○ そこで，３月１９日開催の「京都市次期基本計画審議会」部会で取り上

げた，本市の高齢者福祉分野の全体像を概観した資料（別紙４）から，分

野別計画である「第５期京都市民長寿すこやかプラン」の策定に当たり，

特に本協議会での議論を求めたい項目について，別紙５のとおり，高齢者

福祉施策の「現状と課題」を取りまとめた。 

 

 ○ 本日の「第５期プラン」策定に向けた論点整理については，これらの検

討資料を参考として，協議を進めてまいりたい。 

 

 ○ なお，次期「京都市基本計画」の高齢者福祉分野に関する検討状況につ

いては，同計画のパブリックコメントの募集時期等を勘案して，今後の推

進協議会及び各ワーキンググループにおいて，報告してまいりたい。 



「第５期京都市民長寿すこやかプラン」の策定に向けたスケジュール 

年度 国の予定 本市の予定 

21 年度

○第 4期介護保険事業計画期間開始（4月）

○改定後の介護報酬適用（4 月） 

○要介護認定の見直し（4 月） 
 

○介護職員処遇改善交付金交付開始（10月）
 

＜社会保障審議会介護給付費分科会＞ 

・調査実施委員会による介護報酬改定後の介

護従事者に係る処遇状況調査 

 

・調査結果（速報）（1月） 

 

・引き続き，介護職員処遇改善交付金交付後

の処遇状況に係る調査（22 年夏頃） 

○第 4期京都市民長寿すこやかプラン策定 

（平成 21年度～23年度） 
 

○京都市民長寿すこやかプラン推進協議会委員

改選（8 月） 
 

＜第 1 回京都市民長寿すこやかプラン推進協議

会（9月）＞ 

・会長の互選，会議の運営方法等 
 

＜各ワーキンググループ＞ 
 

＜第 2 回京都市民長寿すこやかプラン推進協議

会（3月）＞ 

・第 5期プランの策定に向けた論点整理等 

22 年度

＜社会保障審議会介護保険部会＞ 

・介護保険制度の見直し等に関する議論 

 

 

 

○第 5期計画基本指針（参酌標準等）骨格案

提示（秋頃） 

 

 

 

○介護保険法改正案国会提出（平成 23 年通

常国会） 

＜引き続き，京都市民長寿すこやかプラン推進

協議会＞ 

・第 4期プランの進捗状況 

・第 5期プランの策定に向けた論点の検討 

 

＜各ワーキンググループ＞ 

 

 

・第 5 期プラン策定に向けた基本的方針等の取

りまとめ 
 

○高齢社会対策実態調査（11月頃） 

23 年度

＜社会保障審議会介護給付費分科会＞ 

・介護報酬改定，介護サービス設備・運営基

準改正等に関する議論（現在，国においては，

同時改定の診療報酬に関する議論と合わせ

て，一つの会議体で行うことを検討中） 

 

○第 5期計画基本指針案提示（夏頃） 

 

 

 

 

 

 

 

○介護報酬改定告示 

○基準省令等の改正（年度末頃） 

○第 5期計画基本指針告示（年度末頃） 

＜引き続き，京都市民長寿すこやかプラン推進

協議会＞ 

・第 4期プランの進捗状況 

・高齢社会対策実態調査の調査結果 

・第 5期プランの構成，重点課題等 

 

＜各ワーキンググループ＞ 

 

・第 5 期プラン中間報告，介護サービス量，保

険料の見込み等の取りまとめ 

○パブリックコメントの実施，市民説明会 

（11 月頃） 

 

＜推進協議会，各ＷＧでの素案策定議論＞ 

 

○第 5期京都市民長寿すこやかプラン策定 

（3 月） 

※ 国の予定は，過去の動向からの推測も含まれており，今後，変動する可能性がある。 

別紙１



「第５期京都市民長寿すこやかプラン」策定に向けた論定整理，基本的方針策定等の進め方 

 

 

※ 重点課題は，第 4 期プランの分類によるものであり，今後の議論の方向性等によっては，各ワーキンググループの分担も含めて再構築する。 

事 務 局 （ 京 都 市 ） 

 

高齢者保健福祉計画ワーキンググループ 

 

【重点課題】 

１ 認知症をはじめとする要援護高齢者及

びその家族の生活支援 

 

２ 総合的な介護予防の推進 

 

３ 主体的な健康づくりの推進 

 

４ 地域における総合的・継続的な支援体

制の整備 

 

６ 誰もが安心して暮らせるまちづくりの

推進 

 

介護保険事業計画ワーキンググループ 

 

【重点課題】 

２ 総合的な介護予防の推進 

 

４ 地域における総合的・継続的な支援体

制の整備 

 

５ 介護保険事業の適正かつ円滑な運営 

 

（介護サービス量の見込み） 

 

サービスの質的向上ワーキンググループ 

 

【重点課題】 

１ 認知症をはじめとする要援護高齢者及

びその家族の生活支援 

 

４ 地域における総合的・継続的な支援体

制の整備 

 

５ 介護保険事業の適正かつ円滑な運営 

 

 

 

検討課題の抽出 

議論の方向性確認 
検討結果報告 

京 都 市 民 長 寿 す こ や か プ ラ ン 推 進 協 議 会 （ 本 会 ）

別 紙 ２ 



 

別紙３



 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機会 脅威 
○介護予防重視型システムへの転換 
○団塊世代の退職に伴い，就労を通じた生きがいづくり

や社会参加への意識が高まっている。 
○高齢者虐待防止法の施行により，高齢者虐待の早期発

見に繋がる相談件数が増加した。 
○介護報酬の単価引き上げや緊急経済対策による介護

職員の処遇改善のための交付金制度が創設された。 
○健康寿命の延伸 

○少子高齢化に伴う社会保障費の増加と支え手の減少 
○団塊の世代が後期高齢者に差し掛かることによる介護保

険給付費の一層の増加及びそれに伴う介護保険料の上昇 
○認知症高齢者の増加 
○一人暮らし高齢者等の増加 
○高齢者の増加に伴う特別養護老人ホーム等施設入所ニー

ズの増大 
○介護サービス分野における離職率の増加，求職者の減少 
○高齢者の生活様式の変化及び価値観の多様化 

強み 弱み 
○介護保険制度の定着により，着実に介護サービスの基

盤整備が進み，「介護の社会化」が進んできた。 
○認知症あんしんサポーターの養成やかかりつけ医認

知症対応力向上研修の実施により，認知症に対する理
解が進んできた。 

○日常生活圏域に基づく地域密着型施設の計画的な整
備が進んできた。 

○地域における総合的な相談窓口である地域包括支援
センターの認知が広まってきている。 

○お年寄りの見守り活動等，地域における自主的な福祉
活動が広まっている。 

○介護予防に関する知識や理解が十分に普及していない。 
○核家族化の進行により，高齢者と若年者等の触れ合う機

会が減少している。 
○介護基盤整備のための用地確保が困難であるなど大都市

特有の問題がある。 
○保健・医療・福祉分野の一層の連携が求められている。 

～ひとりひとりが支え，支えられるまち～ 

すべてのひとがいきいきとくらせるまち＜中略＞必要なときに支えを求

めるその道筋がだれにも見えやすく整備されているまちをめざす。  

京都市基本構想に

おける関連記述 

これまでの主な取組 

動かしがたい深刻な与条件：人口減少，少子高齢化… 

論点１ 現状と課題 
◇ 活かすべきチャンス（機会）は？放置できない問題（脅威）は？ 

◇ 活用できる資源（強み）は？克服すべきこと（弱み）は？ 

論点２ 政策の基本方向 
 ◇ 今後10年間の基本的考え，価値観は？ 

論点３ 市民と行政の役割分担と共汗  
◇ 政策の推進に当たって市民や行政が行うべきことは？       

論点４ 10年後に目指すべき姿 
 ◇ 10年後のあるべき姿やそれが達成された状態を測る指標・

目標値は？ 

＜現在の方向性＞ 

 ○ 認知症をはじめとする要援護高齢者及びその家族の生活支援 

 ○ 総合的な介護予防の推進 

 ○ 健康増進・生きがいづくりの推進 

 ○ 地域における総合的・継続的な支援体制の整備 

 ○ 介護保険事業の適正かつ円滑な運営 

 ○ 誰もが安心して暮らせるまちづくりの推進 

  （「第４期京都市民長寿すこやかプラン」） 
＜政策を進めるうえでの悩み＞ 

○ 高齢化及び核家族化の進行による一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加

 ○ 介護予防に関する知識や理解が十分に普及していない。 

○ 団塊の世代が後期高齢者に差し掛かることにより，介護保険給付費が一層増

加するとともに，それに伴い介護保険料の上昇要因となることが見込まれる。 
＜関連データ＞ 

○ 平成 17 年度に初めて 20％を超えた高齢化率は今後もさらに上昇し，平成
25 年度には，4 人に 1 人が高齢者になると想定される。 

○ 平成 17 年のひとり暮らし高齢者数は約 6 万人となっており，平成 12 年の
5 万 1 千人から，約 2 割の増加となっている。 

○ 「高齢者の生活と健康に関する調査（平成 19 年）」によると，介護予防や老
化防止について，「よく知っている」と答えた人は約 20％にとどまっている。

○ 介護保険給付費について，平成 12 年度では約 446 億円，平成 20 年度は
804 億円と約 1.8 倍となっており，高齢化の伸びよりも高くなっている。 

「高齢者一人ひとりが，自らの意思に基づき，住み慣れた地域でいきいきと健

やかに暮らせる社会の構築」を基本理念とした「京都市民長寿すこやかプラン」

を策定。 

今後１０年の喫緊の課題：低炭素社会，財政健全化… 

介護，認知症，高齢者の権利擁護

等に関する総合情報センター 

平成 15 年６月開設

長寿すこやかセンター 

住み慣れた地域での生活を支える

地域密着型サービスの拠点整備 

平成 18 年４月から実施

小規模多機能型居宅介護拠点 

高齢者をはじめとする様々な世代の

市民が気軽に参加できるイベント 
「市民すこやかフェア」 

毎年９月開催

すこやか健康ウォーク 

これまでの動き 

別 紙 ４



 

 

 

 

高齢者福祉施策に関する「現状と課題」について 

 

 

現状と課題１「活かすべきチャンス（機会）や活用できる資源（強み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙 ５

 サービスの多様化，総合化（措置から契約による選択へ） 

 着実な介護基盤整備及び介護サービスの質の向上 

 介護予防重視型システムへの転換 

 介護の社会化の進展（家族負担の軽減） 

 地域包括支援センターを軸とした地域における連携の構築 



 

 

関連資料 １ 

 

 

●高齢化の進展（第 1 号被保険者数の伸び）に対して，要介護

認定者数の伸びがはるかに大きく，介護保険制度を利用する方

が増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：京都市保健福祉局介護保険課   

 

 

 

 介護の社会化の進展（家族負担の軽減） 

第1号被保険者数及び要介護認定者数の伸び
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京都市　

第1号被保険者数

京都市　

要介護認定者数

全国　

第1号被保険者数

全国　

要介護認定者数

約１．３倍

約２．２倍



 

 

関連資料 ２ 

 

 

 

 

●介護保険制度の導入により，ケアマネジャーによる介護サー
ビスの適切なマネジメントを通じて，契約による多様なサービ
スの自己選択が可能になった。また，地域密着型サービスの創
設によって，サービス提供体系の多様化が図られた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サービスの多様化，総合化（措置から契約による選択へ） 

介護保険で利用できるサービス 

在宅サービス 

訪問介護・介護予防訪問介護（ホームヘルプサービス） 

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

訪問看護・介護予防訪問看護 

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

通所介護・介護予防通所介護（デイサービス） 

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション（デイケア） 

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護（ショートステイ） 

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護（ショートステイ） 

福祉用具貸与・購入，介護予防福祉用具貸与・購入 
住宅改修・介護予防住宅改修 

特定施設入居者生活介護介護・予防特定施設入居者生活介護 

地域密着型サービス（平成18年度創設） 

夜間対応型訪問介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護 
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

（グループホーム） 

施設サービス 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

介護老人保健施設（老人保健施設） 

介護療養型医療施設（療養病床等） 

介護保険以外で利用できるサービス 

緊急通報システム（あんしんネット119） 
配食サービス 

すこやかホームヘルプサービス 

すこやかショートステイ 

健康すこやか学級 

日常生活用具 
家族介護用品 

徘徊高齢者あんしんサービス 

入浴サービス 

短期入所生活介護緊急利用者援護事業 

養護老人ホーム 

軽費老人ホーム（A型） 
ケアハウス 

＜多様なサービス提供体系＞ 

ケアマネジャーによる適切な
サービスのコーディネート 

サービスの取捨選択 

利用者

契約によるサービス提供 
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   ■ 介護基盤整備の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ 質の向上の取組（ユニット型施設の整備促進） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 着実な介護基盤整備及び介護サービスの質の向上 

居宅サービス事業所数

167

201

120

66 57

38
0
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H12.4 H20.11

箇所

訪問介護 通所介護 短期入所生活介護

ユニット型特養定員数

0
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Ｈ１５．４ Ｈ１６．４ Ｈ１７．４ Ｈ１８．４ Ｈ１９．４ Ｈ２０．４ Ｈ２１．４

人分

介護保険３施設定員数

3 ,008 2 ,9 35

1 ,7 8 7
3 ,5 45

2 ,6 3 5

4 ,1 98

0

2 ,0 00

4 ,0 00

6 ,0 00

8 ,0 00

10 ,0 00

12 ,0 00

H12 .4 H 20 .1 1

人分

特養

老健

療養型

資料：京都市保健福祉局長寿福祉課・介護保険課
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●平成 18 年の介護保険制度改革により，介護予防を重視し，

自立した生活が継続できるよう「介護＋介護予防モデル」へ

と転換が図られた。 

 

１ 背景 

軽度の要介護高齢者の急増による保険給付費の増加 ⇒ 「制度の持続可能性」 

 

２ 予防モデルへの転換 

「介護モデル」 ⇒ 「介護＋予防モデル」 

（軽度者の増加に対応するため，軽度者の状態像を踏まえた介護予防の重視） 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 介護予防重視型システムへの転換 

資料：厚生労働省作成パンフレットより



 

 

関連資料 ５ 

 

 

■ 地域包括支援センター一覧 

  市内 61箇所（概ね中学校区に 1箇所設置） 

センター名 担当区域（学区） センター名 担当区域（学区） 

原谷 小野郷，中川，鷹峯，金閣，衣笠，大将軍 修徳 永松，開智，豊園，成徳，有隣，修徳，尚徳 

紫竹 大宮，紫竹，待鳳 島原 郁文，淳風，光徳，七条第三 

鳳徳 鳳徳，紫明，出雲路 東九条 山王，九条，九条弘道，九条塔南，梅逕，東梅逕

柊野 雲ヶ畑，柊野，上賀茂，元町 久世 祥栄，久世 

紫野 楽只，柏野，紫野 陶化 陶化，東和，上鳥羽 

乾隆 乾隆，嘉楽，正親，翔鸞 唐橋 南大内，唐橋，祥豊，吉祥院 

小川 待賢，小川，中立，滋野，京極，春日 嵯峨 水尾，宕陰，嵯峨，広沢 

仁和 仁和，出水 花園 高雄，宇多野，御室，花園 

成逸 室町，成逸，西陣，桃薗，聚楽 嵐山 嵐山，嵯峨野 

大原 久多，大原，八瀬，上高野，松ヶ崎 梅津 北梅津，梅津 

左京南 吉田，聖護院，川東，新洞，岡崎 常磐野 常磐野，太秦，南太秦 

市原 広河原，花脊，鞍馬，静市，葵，下鴨 西院 安井，山ノ内，西院第一，西院第二 

岩倉 岩倉 京北 京北第一，京北第二，京北第三 

修学院 修学院第一，修学院第二 葛野 葛野，西京極，西京極西 

白川 北白川，浄楽，錦林東山 西京・北部 嵐山東，松尾，松陽 

高野 養徳，養正 桂川 桂徳，桂東，川岡，川岡東 

丸太町 教業，朱雀第一，朱雀第二，朱雀第六 西京・南部 桂川，桂，樫原 

西ノ京 朱雀第四，朱雀第五，朱雀第八 沓掛 桂坂，大枝，新林，福西 

本能 城巽，本能，乾，朱雀第三，朱雀第七 境谷 境谷，竹の里，大原野 

御池 
銅駝，立誠，富有，柳池，生祥，竹間，初音

日彰，梅屋，龍池，明倫 

下鳥羽 下鳥羽，板橋，南浜 

洛東 今熊野，一橋，月輪 久我の杜 久我，久我の杜，羽束師，横大路 

東山 清水，六原，修道，貞教 

向島 
向島，向島藤ノ木，向島二ノ丸， 

向島二ノ丸北，向島南 粟田 有済，粟田，弥栄，新道 

音羽 音羽，音羽川，大塚 東高瀬川 竹田，住吉 

山階 安朱，山階，西野 淀 納所，淀，美豆（淀南） 

勧修 山階南，百々，勧修 桃山 桃山，桃山東，桃山南 

大宅 大宅，小野 深草・北部 稲荷，砂川 

日ノ岡 陵ヶ岡，鏡山 深草・南部 藤ノ森，藤城 

下京・西部 大内，七条，西大路 深草・中部 深草 

下京・中部 格致，醒泉，植柳，安寧，梅逕 醍醐・南部 小栗栖，小栗栖宮山，石田，春日野，日野 

下京・東部 稚松，皆山，菊浜，崇仁 醍醐・北部 北醍醐，醍醐西，醍醐，池田，池田東 

 
■ 地域住民による取組 

民生委員・児童委員 2,323 人（定数） 

老人福祉員 1,214 人（平成 22 年４月から 1,314 人） 

認知症あんしんサポーター 15,581 人（平成 20 年度末登録者数） 

一人暮らしお年寄り見守りサポーター 911 人（平成 22 年 1 月末登録者数） 

 地域包括支援センターを軸とした地域における連携の構築 

資料：京都市保健福祉局長寿福祉課，地域福祉課 



 

 

 

 

 

現状と課題２「放置できない問題（脅威）や克服すべきこと（弱み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一人暮らし高齢者，認知症高齢者の増加 

 介護保険給付費の一層の増加及びそれに伴う介護保険料の

上昇 

 介護予防に関する知識や理解の一層の普及 

 介護職員の人材確保 

 より利用しやすく，運営しやすい介護保険制度の仕組みの構

築 

 着実な介護基盤整備と介護サービスの一層の充実（24 時間

365 日体制，介護者への精神的支援） 
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■介護保険料の推移 

 本市 全国平均 

第１期計画（Ｈ12～Ｈ14） ２，９５８円（  ―  ％） ２，９１１円（  ―  ％）

第２期計画（Ｈ15～Ｈ17） ３，８６６円（＋３０．７％） ３，２９３円（＋１３．１％）

第３期計画（Ｈ18～Ｈ20） ４，７６０円（＋２３．１％） ４，０９０円（＋２４．２％）

第４期計画（Ｈ21～Ｈ23） ４，５１０円（△ ５．２％） ４，１６０円（＋ １．７％）

 

 

 

 

 

 介護保険給付費の一層の増加及びそれに伴う介護保険料の

上昇 

要支援・要介護認定者数及び１日当たり保険給付費の伸び率（本市）

100

120

140

160

180

200

220

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

要介護認定者数（各年度4月）

１日当たり保険給付費

※　平成12年度を100とした場合の伸び

資料：京都市保健福祉局介護保険課  

 本市における第４期計画期間の介護保険料については，介護

給付費準備基金（積立金）からの取崩し及び国の介護従事者処

遇改善臨時特例交付金による財政措置により，引き下げられて

いる。 
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■ 一人暮らし高齢者の推移 

 

平成１２年 平成１７年 増加数（増加率） 

５１，１９８人 ６０，７１４人 ９，５１６人（１８．６％）

 

 

■ 認知症高齢者の推移 

   

平成１８年 平成１９年 平成２０年 

２万５千人 ２万９千人 ３万１千人 

 

 

 

 

 

 一人暮らし高齢者，認知症高齢者の増加 

 

【人口の推移及び計画期間の人口推計】

466,686 464,265 463,689 463,801 463,912 461,625 459,339 457,052 454,766 452,479

1,472,511

1,468,588
1,467,313

1,466,945
1,466,576

1,463,046

1,459,516

1,455,986

1,452,456

1,448,926

186,066

(12.8%)

181,145

(12.5%)

176,225

(12.1%)

171,304

(11.7%)

166,384

(11.4%)

161,463

(11.0%)

155,959

(10.6%)

150,455

(10.3%)

144,990

(9.9%)

139,104

(9.4%)

199,884

(13.8%)

194,899

(13.4%)

189,914

(13.0%)

184,929

(12.7%)

179,944

(12.3%)

174,959

(11.9%)

175,047

(11.9%)

175,135

(11.9%)

171,549

(11.7%)

166,720

(11.3%)

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

後期高齢者（75歳以上）　　 前期高齢者（65～74歳） 40～64歳

（人口）

1,500,000

1,400,000

600,000

400,000

200,000

0

資料：京都市保健福祉局介護保険課 

 認定審査会資料の「認知症高齢者自立度」

から抽出した実数  

資料：推計人口 京都市総合企画局情報化推進室情報統計課（平成18～20年）

   国立社会保障・人口問題研究所（平成22年～） 

   ※平成21年度の数値は，20年実績と22年推計値に基づく補間推計 

資料：国勢調査 総務省統計局 
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●介護予防や老化予防の取組について，「よく知っている」と回
答した高齢者は約２割に留まっている。 
 

 

■ 介護予防・老化予防に関する理解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 介護予防に関する知識や理解の一層の普及 

 

聞いたことはある

21.6%

無回答

2.2%

まったく知らない

11.4% よく知っている

20.9%

ある程度は

知っている

43.9%

(N=2,474)

  (%)

資料：京都市「高齢者の生活と健康に関する調査」（平成19年度実施） 
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●介護職員・訪問介護員の離職率は，全産業平均を上回ってい
る。 

 
 

 

※ 平成 21 年度の介護報酬のプラス改定（３％）や介護職員処遇改善交付金の創設に伴い，現在

は上記数値よりも離職率等の状況に改善が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 介護職員の人材確保 
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■ 地域密着型事業者の種類・状況等について 

（平成 21 年 12 月末現在） 

サービスの種類 特 徴 
整備の考え方 
（平成 26 年度まで） 

開設済又は開設

計 画 の あ る 圏

域・行政区 

整備単位の
進捗率 

（開設計画含む） 

小規模多機能型 
居宅介護 

「通い」を中心として，要介

護者の様態や希望に応じて

随時「訪問」や「泊まり」を

組み合わせてサービスを提

供することで，中重度となっ

ても在宅での生活が継続で

きるよう支援する。 

日常生活圏域 
ごとに１箇所 
(全市 76箇所) 

３１圏域 
（31 事業所） 

40.8% 

認知症対応型 
共同生活介護 

（グループホーム）

少人数の認知症の高齢者が

それぞれ個室を持ち，家庭的

な雰囲気の中で，介護職員の

支援を受けながら共同生活

を行う。 

４６圏域 
(57 事業所） 

60.5% 

認知症対応型 
通所介護 

認知症の方にデイサービス

センター等に通っていただ

き，入浴や食事の介助，機能

訓練などを行う。 

行政区ごとに 
数箇所 

洛西を除く 

全区・支所 

（26 事業所） 
 

夜間対応型訪問介護

24 時間安心して在宅での生

活ができるように夜間の定

期的な巡回訪問や，利用者な

どからの連絡に応じた随時

訪問を組み合わせた訪問介

護のサービス。 

全市単位 

４事業所  

地域密着型特定施
設入居者生活介護 

定員 29 人以下の有料老人ホ

ームや高齢者専用賃貸住宅

などにおいて，入浴，排せつ，

食事等の介護，機能訓練を行

う。 

５事業所 
（108 人分） 

 

地域密着型 
介護老人福祉施設 

定員 29 人以下の特別養護老

人ホームにおいて，日常生活

で常に介護が必要で在宅で

の介護が困難な方に，日常生

活の介護，健康管理などを行

う。 

７事業所 
（156 人分） 

 

 

 

■ 介護者への精神的支援について 

  近年，いわゆる「老老介護」や「認認介護」等が社会問題化する中，こうした介

護者への精神的支援策について，検討していく必要がある。 

 

 

 着実な介護基盤整備と介護サービスの一層の充実（24 時間

365 日体制，介護者への精神的支援） 

資料：京都市保健福祉局介護保険課
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●介護保険制度に係る書類や事務手続（利用者による要介護認
定手続，事業者による介護報酬請求事務等）が煩雑で，関係者
の負担になっているという指摘を踏まえ，厚生労働省において
見直しに向けた検討が行われている。 
 

 

■ 厚生労働省による意見募集について（パブリックコメント） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 より利用しやすく，運営しやすい介護保険制度の仕組みの構

築 


